
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

 

（指定自立支援医療機関の指定）  

第五十九条  第五十四条第二項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診

療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。）又は薬局の開設者の申

請により、同条第一項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。  

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規

定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でない

とき。 

二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に

関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第六十三条の規定による

指導又は第六十七条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。  

三 申請者が、第六十七条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。 

四 前三号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関と

して著しく不適当と認めるものであるとき。 

３ 第三十六条第三項（第一号から第三号まで及び第七号を除く。）の規定は、指定自立支援医療

機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

 【参考】 

（支給認定等）  

第五十四条 

２ 市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事

が指定する医療機関（以下「指定自立支援医療機関」という。）の中から、当該支給認定に係

る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 

 

（指定の更新）  

第六十条 第五十四条第二項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、その効力を失う。  

２ 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合にお

いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。 

（指定自立支援医療機関の責務）  

第六十一条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自

立支援医療を行わなければならない。 

（診療方針） 

第六十二条 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。 

２ 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないと

きの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。 



（都道府県知事の指導） 

第六十三条  指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受け

なければならない。  

（変更の届出）  

第六十四条 指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他厚生労

働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都

道府県知事に届け出なければならない。 

（指定の辞退） 

第六十五条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退すること

ができる。 

（報告等）  

第六十六条 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自

立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他

の従業者であった者（以下この項において「開設者であった者等」という。）に対し報告若しく

は診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者

若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開設者であった者等を含む。）に対し出頭を求

め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若

しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の

規定による権限について準用する。  

３ 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しく

は提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは

忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医

療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 

（勧告、命令等） 

第六十七条 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に従

って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関

の開設者に対し、期限を定めて、第六十一条又は第六十二条の規定を遵守すべきことを勧告す

ることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支

援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することが

できる。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当

な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設

者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。 

５ 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第六十一条

又は第六十二条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、

その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 



（指定の取消し等） 

第六十八条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支

援医療機関に係る第五十四条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若し

くは一部の効力を停止することができる。 

一 指定自立支援医療機関が、第五十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 指定自立支援医療機関が、第五十九条第三項の規定により準用する第三十六条第三項第四

号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。 

三 指定自立支援医療機関が、第六十一条又は第六十二条の規定に違反したとき。 

四 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。  

五 指定自立支援医療機関が、第六十六条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類

その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第六十六条第一項の規定により出頭を求め

られてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支

援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自

立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

２ 第五十条第一項第八号から第十二号まで及び第二項の規定は、前項の指定自立支援医療機関

の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、

政令で定める。  

 

（公示）  

第六十九条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。  

一 第五十四条第二項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。  

二 第六十四条の規定による届出（同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。）

があったとき。  

三 第六十五条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。  

四 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。 

  



○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 

 

（指定自立支援医療機関の指定の申請） 

第五十七条 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする

病院又は診療所の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所

の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 

一 病院又は診療所の名称及び所在地 

二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称 

三 保険医療機関（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。第五

十九条において同じ。）である旨 

四 標ぼうしている診療科名（担当しようとする自立支援医療の種類に関係があるものに限る。） 

五 担当しようとする自立支援医療の種類 

六 指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医師の氏名、生年月日、住所及び経歴 

七 指定自立支援医療（育成医療又は更生医療に限る。）を行うために必要な設備の概要 

八 診療所（育成医療又は更生医療を行うものに限る。）にあっては、患者を収容する施設の有

無及び有するときはその収容定員 

九 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項各号（同項第一号から第三号ま

で及び第七号を除く。）に該当しないことを誓約する書面（以下この条において「誓約書」と

いう。） 

十 役員の氏名、生年月日及び住所 

十一 その他必要な事項 

２ 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開

設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出

しなければならない。 

一 薬局の名称及び所在地  

二 開設者の住所、氏名、生年月日及び職名又は名称  

三 保険薬局（健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。第五十九条に

おいて同じ。）である旨  

四 調剤のために必要な設備及び施設の概要  

五 担当しようとする自立支援医療の種類  

六 誓約書  

七 役員の氏名、生年月日及び住所  

八 その他必要な事項  

３ 法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問

看護事業者等（令第三十六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。）は、次の各

号に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等（指定訪問看護

事業者等が当該指定に係る訪問看護事業（健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事

業をいう。）又は訪問看護（介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条に

おいて同じ。）に係る居宅サービス事業（同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。）若

しくは介護予防訪問看護（同法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下こ

の条において同じ。）に係る介護予防サービス事業（同条第一項に規定する介護予防サービス事

業をいう。）を行う事業所をいう。以下同じ。）の所在地の都道府県知事に提出しなければなら

ない。 



一 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月

日、住所及び職名  

二 当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地  

三 指定訪問看護事業者等である旨  

四 当該訪問看護ステーション等において指定訪問看護（健康保険法第八十八条第一項又は高

齢者医療確保法第七十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。）又は訪問看護に係る指定

居宅サービス（介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。）若しくは

介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス（同法第五十三条第一項に規定する指定介護

予防サービスをいう。）に従事する職員の定数  

五 担当しようとする自立支援医療の種類  

六 誓約書 

七 役員の氏名、生年月日及び住所 

八  その他必要な事項 

 

（変更の届出を行うべき事項） 

第六十一条 法第六十四条に規定する厚生労働省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病

院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号（第一号、第五号及び第九号を除く。）に掲げ

る事項とし、薬局であるときは同条第二項各号（第一号、第五号及び第六号を除く。）に掲げる

事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号（第一号、第五号及び第六号を

除く。）に掲げる事項とする。 

 

（変更の届出） 

第六十二条 指定自立支援医療機関の開設者等（法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受け

た病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六

十四条において同じ。）は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、

変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地（当該指定

自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーショ

ン等の所在地をいう。以下同じ。）の都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（届出）  

第六十三条 指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指

定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。 

一 当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。  

二 医療法第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法

第七十七条第一項又は薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第七十二条第四項若しくは

第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。  

 

（指定辞退の申出） 

第六十四条 法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設

者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければなら

ない。 


